
No. 内　容 質　問 回　答

1
交付対象

について

令和７年(2025年)５月1日以降に開設した保険

薬局は対象となるか。

令和７年(2025年)５月１日以降に開設した保険薬局も対象になりますが、本事業の申請時点で

運営している店舗数に応じた支援となる点に留意してください。

その場合は、交付申請の添付書類として、同一グループ内の保険薬局数が確認できる書類を提

出してください（国Q＆A（第１版）５）。

2
交付対象

について

薬局（店舗）は熊本県内にあるが、開設法人の

本社は熊本県外にある場合、申請できるのか。

本社が熊本県外にあっても、熊本県内を所在地とする保険薬局分については申請対象となりま

す。

なお、記入上の注意として、同一グループ内の保険薬局数とは、厚生（支）局への届出をした

全国の保険薬局を合算したものにしてください。

〇自社（個人含む）が以下のグループ＜参考＞に属していない場合

自社が国内で開設する全保険薬局数 となります。

〇自社（個人含む）が以下のグループ＜参考＞に属している場合

自社を含む同一グループが国内で開設する全保険薬局数 となります。

＜参考：国Q＆A（第１版） 36 より引用＞

同一グループの保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局とする。

① 保険薬局の事業者の最終親会社等

② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等

③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等

④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者

3
交付対象

について
廃業を視野に入れているが、申請は可能か。 交付対象となりません。今後も継続して保険調剤を行う意思を有する者に限ります。
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4
賃上げ支

援
賃上げ事業の対象職員を確認したい。

薬剤師、事務職員など薬局開設者と労働契約（雇用契約）を締結している者が対象となりま

す。ただし、管理薬剤師については、労働契約（雇用契約）があっても対象外です。

【対象】

・薬剤師、事務職員、その他の従業員（正社員、パート、常勤、非常勤を問わない。）

【対象外】

・管理薬剤師

・薬局開設者（法人にあっては当該法人の役員、個人事業主にあっては当該個人）

・役員報酬を得ている役員

※育休中の職員は、対象に含まれません。（国Q＆A（第１版）18）

5
賃上げ支

援

一時金の支給を3月末までに行う必要がある

が、給与の支払いが翌月払いの場合はどうすれ

ばよいか。

原則は3月中に支払う必要がありますが、どうしても3月末までに支給できない個別の事情（就

業規則等で賃金や基本給等の引き上げ分の遡及分を翌月払いとしている場合等）があれば、4

月以降とすることも許容されます。（参考：Q＆A（第1版）16）

6
賃上げ支

援

12月～５月分の賃上げを５月に一時金として支

払うことはできるか。

できません。一時金は直ちに給与改定ができない場合の措置であり、４か月分（12～３月分）

が上限ですので、４、5月はベースアップしていることが条件となります。

7
賃上げ支

援

12月から５月までに新規採用した職員、退職し

た職員も事業の対象に含めるか。

採用月から（退職月まで）の分については可能です。基本給の引き上げ分は、採用月～５月分

（12月～退職月）、一時金は採用月～3月（12月～退職月、遅くとも3月まで）が対象となり

ます。（国Q＆A（第１版）25、26）
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8
賃上げ支

援
６月以降に給与水準を下げることは可能か。

一時金や特別手当で実施した賃金改善の水準と全く同じにする必要はありませんが、本事業は

賃上げに必要な経費として給付金を支給し、これを確実な賃上げに繋げることを目的としてい

るため、極端な配分はできません。また、４、５月に実施した賃金改善の水準と6月1日以降の

賃金改善の水準は原則、維持・拡大していただきます。（国Q＆A（第１版）15）

9
賃上げ支

援

ベースアップは全職員に対して行わなければな

らないのか。特定の職種だけでも可能か。ま

た、ベースアップする額が基準月（11月）より

何パーセント上回らないといけない等の条件は

あるか。

誰にどれだけ配分するかは薬局の判断になります。また、基準月（11月）と比較して、どれだ

け上回らないといけないといった条件はありません。ただし、一部の職員に賃金改善を集中さ

せる等、著しく偏った配分にならないよう留意してください。

10
賃上げ支

援
40歳以上の薬剤師は対象となるか。

この補助金を40歳以上の勤務薬剤師の賃上げに充当していただく事は可能です。

ただし、そうした場合には、現時点では、４０歳以上の勤務薬剤師はベースアップ評価料の対

象に含まれていませんので、当該職員の令和８年６月以降のベースアップのための特別な財源

の措置はされていない点に留意してください。

11 物価支援
物価高騰対策支援金とこの事業とは異なるもの

なのか。重複して申請することもできるのか。

本事業は物価高騰対策支援金とは異なるため、対象であれば重複して申請することができま

す。
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12
申請方法

について
申請にはどんな書類が必要か。

以下の書類を御準備ください。

　①令和８年度(2026年度)熊本県薬局賃上げ・物価支援事業補助金交付申請書兼概算払請求書

（第１号様式）

　②申請薬局一覧（別紙１）

　③賃上げ支援事業誓約書（別紙２）

　④振込口座情報（通帳の写し）（別紙３）

　※通帳の写しは、通帳を撮影した画像でも差し支えありませんが、口座名義、口座番号、金

融機関及び支店名が読み取ることができる鮮明なものを添付してください。

　※口座名義が申請者と異なる場合は、別途「委任状兼口座振替申出書（押印が必要）」（別

紙４）の提出が必要です。

13
申請方法

について

複数の薬局を開設している場合、申請は薬局ご

とか、法人単位か。

薬局開設者が、交付対象である全ての薬局をとりまとめた上で 、１件の申請書として申請して

ください。対象となる薬局については、申請薬局一覧（別紙１）に記載して提出してくださ

い。

※同一の法人が開設する薬局について、支給口座を分ける必要がある等、とりまとめが困難な

場合は、申請窓口まで御連絡のうえ、それぞれ申請をお願いします。

14
申請方法

について

記載内容を証明する書類や領収書などを申請書

に添付する必要はあるか。

申請時点で添付する必要はありませんが、補助金確定した年度の翌年度から5年間（令和13年

度末まで）施設・事業所等において適切に保管するとともに、県から求めがあった場合は速や

かに提出いただく必要があります。

※虚偽の申請を行ったことが判明した場合は、返還を求めます。
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15
申請方法

について
申請書類に押印は必要か。

押印は必須ではありません。

押印を省略する場合は、申請書の書類発行責任者等について記入が必要です。

※ただし、「委任状兼口座振替申出書」については押印が必要です。

16
申請方法

について

申請者と受取口座の名義が異なる場合はどうす

ればよいか。

原則として、補助金の受取口座は申請書に記載する申請者（法人の場合は法人）名義の口座と

してください。

やむを得ず申請者と異なる口座とする必要がある場合は、「委任状兼口座振替申出書（要押

印）」を申請書に添付してください。

17
申請方法

について

同一法人で複数の薬局を開設している場合で、

薬局毎に振込先口座を変えたい場合の申請はど

うなるか。

複数薬局を開設している場合であっても、原則として、振込先口座は１つとし、１件の申請と

してください。

やむを得ず口座を分ける必要がある場合は、予め申請窓口に連絡の上、振込先口座ごとに薬局

を分けて申請してください。

※その場合、重複して申請することのないよう十分注意してください。

18
申請方法

について
実績報告書の提出は必要か。

令和８年(2026年)8 月1 日(土)までに賃金改善報告書（第３号様式別紙）、令和９年(2027年)

３月31日(水)までに実績報告（第３号様式）を提出する必要があります。なお、対象経費は消

費税及び地方消費税相当額を除いた分となるため、仕入控除税額の報告は不要です。

（参考）交付要項　第９条


